
幕
末
・
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旗
本
領
丹
波
馬
賂
両
苗
郷
士
一
」
つ
い
て

岡
　
本

幸
　
雄

一
一
一三

はあ

し
が
ぎ

両
苗
郷
士
と
撰
夷
運
動

両
苗
郷
士
と
禁
裏
守
衛
（
禁
門
の
変
）

両
荷
郷
士
と
倒
幕
運
動
（
戊
辰
戦
争
）

と
が
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

巾
世
来
・
丹
驚
籔
に
青
る
土
壊
パ
地
侍
と
し
て
、
領
主
蝶
村
支
配
を
行
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
見
、
巾
川
両
い
旧
郷

十
が
・
秀
吉
の
兵
琴
難
程
に
お
い
て
は
本
百
姓
の
身
分
に
固
定
さ
れ
奈
を
、
赦
冤
鐘
地
の
特
権
を
与
を
れ
る
と
と
も

に
・
近
世
初
期
か
ら
い
わ
ば
旧
族
郷
土
と
し
て
そ
の
身
分
を
郷
村
に
誇
り
、
元
秩
期
旗
本
杉
浦
氏
の
知
行
支
配
地
と
な
つ
た
以
降
に

お
い
て
も
・
　
「
地
頭
帯
刀
」
い
郷
士
を
許
さ
れ
、
ま
た
、
両
苗
郷
士
一
族
の
結
束
と
統
制
の
た
め
の
「
帯
刀
仲
問
」
な
る
郷
上
壊
団

　
　
　
葉
．
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
一
岡
本
一
　
　
　
　
　
　
三
九
一
一
九
一
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
一
九
二
）

を
結
成
し
て
い
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
領
主
関
係
と
の
間
題
と
併
わ
せ
す
で
に
報
告
を
な
し
、
か
つ
、
両
苗
郷
士
の
よ
っ
て

立
つ
経
済
的
基
盤
の
分
析
と
彼
等
の
郷
村
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
た
す
で
に
あ
き
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
箏
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
馬
路
両
苗
郷
土
が
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
か
な
り
積
極
的
な
政
治
的
行
動
を
と
り
、
尊
王
精
神

を
軸
と
し
て
撰
夷
か
ら
倒
幕
運
動
え
と
展
開
を
遂
げ
て
行
っ
た
が
、
当
時
の
国
内
の
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
的
動
向
に
必
要
な
限
り
留

意
し
な
が
ら
、
彼
等
両
苗
郷
士
の
国
内
政
治
的
動
向
え
の
対
応
の
仕
方
、
つ
ま
り
、
彼
等
の
政
治
的
な
運
動
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
・

ま
た
、
明
治
維
新
（
戊
辰
戦
争
）
に
お
い
て
果
し
た
彼
等
の
役
割
と
戊
辰
戦
争
（
山
陰
鎮
撫
）
を
通
じ
て
み
た
維
新
の
担
い
手
と
し
て

の
「
同
盟
論
」
、
明
治
新
政
権
の
性
格
な
ど
に
も
す
こ
し
く
触
れ
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

両
苗
郷
士
と
援
夷
運
動

　
幕
末
の
動
乱
期
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
の
ペ
リ
ー
渡
来
に
よ
っ
て
開
姶
さ
れ
た
。
幕
藩
封
姓
体
制
は
す
で
に
動
揺
し
、

封
建
的
危
機
が
増
大
し
て
い
た
お
り
、
こ
れ
に
強
烈
な
打
撃
を
与
え
た
も
の
は
浦
費
え
の
黒
船
渡
来
で
あ
っ
た
。
当
時
の
因
内
政
局

は
幕
府
独
裁
派
と
雄
藩
勢
力
と
の
問
で
、
独
裁
か
修
正
か
の
幕
政
改
革
を
め
ぐ
る
対
立
が
烈
し
く
行
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
将
軍
継
嗣

間
題
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
両
者
問
に
さ
ら
に
烈
し
い
対
立
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
政
局
の
下
に
あ
っ
て
、
水
戸
藩
に
優

る
と
も
劣
ら
な
い
撰
夷
論
者
で
あ
っ
た
幕
府
が
、
旗
火
鎖
国
の
世
論
を
お
し
き
っ
て
遂
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
井
伊
大
老
の
手

に
よ
り
通
商
条
約
を
専
断
調
印
、
翌
年
開
泄
す
る
に
全
っ
た
。
こ
の
開
港
は
世
界
的
に
市
場
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
資
木
主
義
の
逝

動
ン
、
の
も
の
に
よ
る
必
然
約
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
外
国
と
の
紛
争
を
阿
避
し
て
、
そ
の
問
に
幕
府
反
対

派
の
粛
正
を
断
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
井
伊
に
よ
る
安
政
の
大
獄
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
開
港
を
機
に
国
内
で
は
大
き
く
経
済
的



変
動
、
物
価
騰
貴
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
一
方
で
は
国
際
的
に
は
世
界
の
資
本
主
義
と
接
触
を
も
つ
に
至
っ
た
反
面
、
国
内
で
は

な
お
封
建
的
生
産
機
構
が
厳
然
と
存
在
す
る
と
い
う
矛
盾
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
物
価
騰
貴
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
う

け
て
い
た
都
市
大
衆
お
よ
び
俸
秩
武
土
、
特
に
下
層
武
士
た
ち
は
、
こ
の
経
済
的
変
動
の
原
因
を
内
に
求
め
ず
、
外
に
求
め
て
行
き

撰
夷
鎖
国
論
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
時
強
力
な
武
力
を
背
景
と
し
た
外
国
資
本
主
義
の
力
に
・
屈
し
て
開
国
を
断
行
し
、

再
び
・
撰
夷
鎖
国
断
行
え
の
能
力
、
期
待
を
欠
く
も
の
と
み
た
撰
夷
派
の
人
た
ち
は
、
次
第
に
幕
府
か
ら
離
れ
て
朝
廷
の
周
辺
に
結

集
し
て
行
っ
た
。
撰
夷
と
尊
王
と
の
結
合
す
な
わ
ち
尊
王
撰
夷
論
の
成
立
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
撰
夷
鎖
国
の
世
論
が
、
外
患
に
備
え
る
海
防
農
兵
設
置
の
問
題
と
し
て
具
体
的

に
ク
ロ
ー
ズ
一
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
水
戸
藩
で
は
斉
昭
が
す
で
に
は
や
く
天
保
初
年
か
ら
海
防
農
丘
ハ

設
置
の
意
見
を
も
っ
て
い
た
が
、
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
安
政
二
年
九
月
農
丘
ハ
の
編
成
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
土
佐
藩
で

は
安
政
元
年
に
民
兵
と
称
し
て
農
丘
ハ
の
採
用
を
領
内
に
布
告
し
て
外
患
に
傭
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幕
府
は
じ
め

そ
の
他
の
諸
藩
に
お
い
て
は
、
撰
夷
鎖
国
論
者
で
は
あ
っ
て
も
一
般
的
に
海
防
農
兵
設
置
を
行
う
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
農
民
の
武
装
反
抗
の
危
険
性
、
農
民
え
の
負
担
と
農
業
怠
慢
え
の
危
倶
、
士
農
の
身
分
的

秩
序
の
破
壊
な
ど
を
恐
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
幕
府
に
お
い
て
は
、
江
川
太
郎
左
衛
門
な
ど
に
よ
る
海
防
農
兵
設
置
の
積
極
的
主
張
が

あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
め
設
置
は
「
頑
愚
痴
鈍
之
土
民
ヲ
物
之
用
二
不
一
相
立
一
ハ
勿
論
、
却
テ
肝
心
ノ
農
事
ヲ
怠
、
無

頼
放
埼
二
引
入
候
基
ニ
テ
、
果
ハ
国
家
の
衰
弱
ト
相
成
可
レ
申
」
（
幕
府
海
防
掛
意
見
書
）
、
あ
る
い
は
「
当
時
之
姿
二
而
容
房
二
農
丘
ハ

御
収
立
有
之
候
ハ
ハ
、
連
も
心
得
方
教
諭
等
は
不
行
届
、
忽
ち
百
姓
共
気
か
さ
に
相
成
、
必
ら
ず
御
代
官
之
指
揮
に
は
不
随
、
右
の

中
剛
気
の
も
の
頭
取
様
二
相
成
、
下
六
二
而
党
を
組
、
公
辺
を
も
不
悼
様
二
成
行
可
申
哉
二
奉
存
侯
」
　
（
幕
吏
木
村
政
蔵
意
見
）
な
ど

　
　
　
幕
末
・
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
（
岡
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
一
九
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
一
九
四
）

の
内
容
に
み
ら
れ
る
事
態
を
恐
れ
、
し
た
が
っ
て
、
幕
府
の
農
兵
設
置
に
は
極
め
て
消
極
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
嘉
永
六
年
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
当
時
に
お
い
て
、
同
年
七
月
幕
府
は
阿
部
政
権
の
下
で
、
尊
王
漢
夷
論
の
教
主
水
戸
の
前
藩

主
斉
昭
を
海
防
参
与
の
名
口
で
幕
閣
の
最
高
顧
問
に
迎
え
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
阿
部
政
権
に
よ
る
幕
府
独
裁
の
改
定
、
協
調
政

策
の
構
想
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
に
は
当
時
の
漢
夷
鎖
国
の
世
論
に
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
撰
夷
鎖
国
の
た
め
の
海
防
農
兵
設
置
の
実
践
に
お
い
て
、
幕
府
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
く
、
直
領
代
官
支
配

地
や
旗
本
知
行
支
配
地
に
お
け
る
有
力
農
民
、
郷
士
の
江
戸
出
府
を
は
か
り
、
江
戸
周
辺
の
守
傭
を
一
応
整
え
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
し
か
し
て
、
こ
の
点
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
丹
波
国
馬
路
村
の
両
苗
郷
士
が
、
旗
本
杉
浦
支
配
地
に
お
け
る
他
の
郷
土
ら
と
共
に
、

安
政
元
年
（
嘉
永
七
年
、
一
八
五
四
）
と
同
二
年
の
二
回
に
わ
た
り
、
杉
浦
氏
の
命
令
に
よ
り
は
る
ば
る
丹
波
の
地
よ
り
江
戸
出
府
を
実

行
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
嘉
永
七
寅
年
五
月
、
丹
州
御
軍
役
出
府
日
数
取
調
帳
」
、
　
「
嘉
永
七
寅
年
十
二
月
、
御
軍
役
二
付
勘
定
帳
」
、
　
「
嘉
永
七
寅
年
、

御
軍
役
二
付
両
借
割
賦
帳
」
、
　
「
安
政
二
年
卯
十
二
月
、
両
附
出
府
二
付
出
入
口
録
」
、
　
「
安
政
卯
年
十
二
月
、
御
軍
役
出
府
二
付
入

出
勘
定
帳
」
、
　
「
安
政
二
年
卯
十
二
月
、
御
軍
役
三
組
割
賦
目
録
」
、
　
「
安
政
二
卯
年
十
二
月
、
御
軍
役
四
箇
村
割
賦
□
口
録
」
な
ど
の

　
　
　
（
２
）

残
存
史
料
は
、
い
ま
右
に
の
べ
た
点
を
あ
き
ら
か
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
史
料
の
う
ち
二
三
の
も
の
を
整

理
し
掲
げ
て
お
く
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
嘉
永
七
寅
年
の
「
丹
州
御
軍
役
日
数
収
調
帳
」
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
二
月
一
九
日
よ
り
五
月
一
日
に
牟
る
問
両
炊
郷
土
ら
が

江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
問
滞
在
人
数
に
変
動
は
あ
る
が
、
三
月
一
〔
、
人
り
約
一
ヵ
月
問
に
わ
た
っ
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帳調取数日役軍御Ｈク丹月５年寅７永嘉

考備）銭（用費在滞戸江
数
一人

．
延

迄
宛日

文
日
　
日
　
日
　
日
　
日
　
日
　
目
断

晦
Ｏ
Ｏ
晦
晦
２
９
１
３
１
４
晦
５
同

方
４
方
断
方
断
方
断
方
断
方
断
方
断
方
右

日
日
日
同
日
同
日
同
日
同
日
同
日
同
日
但

１
９
１
２
力
２
４
右
朔
右
朔
右
朔
右
朔
右
朔
，

月
人
〃
但
月
但
月
但
月
但
月
但
月
但
月
分

２
１
２
　
　
２
　
　
３
　
　
４
　
　
４
　
，
４
　
，
４
日

人
旭
人
伽
人
允
人
允
人
允
人
分
人
分
人
３
１

７
分
１
９
日
２
４
日
５
０
日
１
９
日
ｕ
日
８
日
１
２
迄

者
日
者
９
者
７
考
２
９
者
１
３
者
１
４
者
３
０
者
日

是
１
２
是
迄
是
迄
是
迄
是
迄
是
迄
是
迄
是
朔

文
０

６
０

貫
３
一

３

一
＝
、

一
人一

４８

Ｏ０４
●

８６１７１

Ｏ０４
●

７６８６１

ＯＯＯ
●

０８５０５４，１

００８
■

８９

７
‘
　
　
，

４２

Ｏ０６
■

１６４５１

ＯＯＯ
●

６９０４２

００８
●

８４１２７３

８４６銭ト歩２両
７
７１金

レ
Ｌ
）

け
文Ｏ０４

●

４５１，１

一
　
　
　
一

　
…

　
８
６
一

一
８
，
一

一
計
２
一

一
合
一

て
五
十
人
も
の
人
数
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
約
三
ヵ
月
に
及
ぶ
滞
在
中
の
費
用

は
「
惣
銭
〆
千
百
五
拾
四
貫
四
百
文
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
に
江
戸
道
中
往
復
の
宿
泊
交
通
費
、
荷
駄
賃
ン
、
の
他
雑

費
を
加
え
れ
ば
、
総
額
銀
に
し
て
「
弐
拾
貫
九
百
六
拾
四

匁
六
分
四
厘
」
　
（
嘉
永
七
寅
年
十
二
月
、
　
「
御
軍
役
二
付
勘
定

帳
）
の
多
額
の
費
用
に
上
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
費
用
は

恐
ら
く
旗
本
杉
浦
氏
支
配
地
三
組
の
村
方
な
い
し
農
民
に

割
賦
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
の
安
政
二
卯
年
十
二

月
の
「
御
軍
役
三
組
割
賦
目
録
」
は
こ
の
点
を
示
す
と
同

時
に
、
こ
の
年
も
両
苗
郷
士
ら
が
「
兵
賦
御
奉
公
」
の
た

め
江
戸
出
府
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
史
料

に
よ
れ
ば
、
馬
路
村
帯
刀
人
十
五
人
、
山
国
紺
帯
刀
人
十

人
（
内
一
人
死
亡
）
、
三
ヵ
村
帯
刀
人
五
人
（
一
一
、
ヶ
村
は
馬
路
組
の
う
ち
池
尻
、
旧
雲
、
小
口
の
一
一
一
村
を
桁
す
）
の
計
三
十
名
が
、
同
年
七
月
二

三
日
頃
吉
九
月
二
吾
前
後
ま
で
の
約
一
一
ヵ
月
問
江
戸
に
瀞
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
帯
刀

人
三
十
名
の
江
戸
滞
在
費
奮
び
に
江
戸
丹
波
問
の
往
隻
、
の
他
諦
雑
費
、
す
素
ち
「
丹
州
軍
役
惣
入
用
一
。
同
、
拾
貫
三
百
拾
匁
六

匝
（
但
し
・
地
頭
杉
浦
氏
よ
り
の
手
当
金
「
銭
弐
百
参
拾
弐
貫
文
」
の
分
を
支
出
と
相
殺
除
く
）
、
　
他
二
雑
用
四
拾
匁
」
の
費
用
を
杉
浦
氏
の

　
　
　
幕
末
．
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
一
岡
本
一
　
　
　
　
・
　
四
三
一
一
九
五
一
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１
２
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立
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第
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巻
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１
５
文
同
着
而
貫
右
延

二５
３

，
気
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服
馴
け
納

考

』

噌
鳩
…

１Ｌ

下
６
０
３
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人
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人
文
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備

１
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１
１
０
貫
分

方
日
方
４

日

村
－
組
１
４
１
６

１

路
分
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銭
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馬
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馴
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Ｏ
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貫
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９
７
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費
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－
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－
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目

一
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一
用
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１
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別

３
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９

　
　
方
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７
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４

　
　
２

点
讐

凧
開
け

月
死

９
　
日

方
６

日
月

４
８

り
＾
　
　
　
　
）

月
名
分
宛

７
　
１
　
日

人
し
ｕ
０
文

９
但
留
４
０

人
（
逗
付

刀
日
戸
二

帯
江
汐
断
帯
６
２
江
人

村
迄
村
同
組
迄
付
－

路
日
ケ
右
国
日
二
日

馬
２
２
３
迄
山
２
６
去
１

Ｏ０６
●
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人
　
　
　
　
人

刀
　
　
　
　
役
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日

ケ
　
ー
５
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中
　
　
人
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人
　
　
人
宛
　
　
費

１
５
分
９
文
脚
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人
日
人
Ｏ
飛
他

刀
１
３
刀
６
０
．
の

帯
中
帯
人
賃
そ

村
道
組
－
駄
費

路
人
国
日
物
用

馬
５
山
－
荷
公

０００
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●７１

留
当

逗
手

戸
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宛
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文
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２
２
３

役
－

夫
人

，
１

文
日
也

貫
－
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２
分
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岬
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内
中
と
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●２３２，１

四
四
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紳
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服
用
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江
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一
貰
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付
２
　
令
９
９

一
升
け
貫

文
７
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ノ
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貫
石
　
壱
り

１
３
　
　
掛

蕊
宛
法
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高

厘
御
毛
勺
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』
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３
３
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（
Ｏ
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１

匁
刑
厘
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５
２
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３
１
０
ト
升
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貫
害
８
３
２

０
此
－
　
匁
斗
斗

銀
，
１
０
７

示１

用
一
費

一
惣

一
９
二

正
他
削
高
舶

一
〇
〇
入
，
組
路

１
・
替
割
　
焉

銭
ト
ニ
三
内

　
　
　
　
　
厘
分

　
　
　
　
　
１
↓
　
Ｏ
Ｏ

　
　
　
　
　
匁
匁

　
　
　
　
　
２
１
３
１

　
　
　
　
　
ｏ
）
４

　
　
　
　
　
貫
貫

　
　
　
　
　
Ｑ
ｏ
り
＾

　
　
　
　
　
ｈ
ソ
ｈ
ソ

　
　
　
　
　
掛
掛

　
　
　
　
　
勺
勺

　
　
　
　
　
（
０
　
７
‘

　
　
　
　
　
合
合

　
　
　
　
　
ｏ
ｏ
３

　
　
　
　
　
升
升

　
　
　
　
　
０
４

　
　
　
　
　
斗
斗

此
。
匁
銀
石
石
厘
郁
刮

・
牌
付
醐
蛇
－
岬
洲
厘

７
文
雑
二
５
２
ー
ト
２
１
１
８

７
　
　
石

高
高

組
組

上
国

氷
山

支
配
地
で
あ
る
三
細
、
す
な
わ
ち
馬
路
組
（
四
ヶ
村
）
、
山
因
組
（
六
ヶ
村
）
、
氷
上
組
（
十
ヶ
村
）
の
合
計
高
五
、
五
六
三
石
三
升
二

合
三
勺
に
「
壱
石
二
付
、
銀
壱
匁
八
分
五
．
坐
二
毛
宛
」
な
い
し
「
法
、
右
八
六
令
五
」
で
も
っ
て
割
賦
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
三

組
に
割
り
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
組
所
属
の
各
村
に
、
ン
、
し
て
さ
ら
に
各
村
の
一
般
農
民
に
対
し
て
割
賦
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
安
政
二
卯
年
十
二
月
「
御
軍
役
四
箇
村
割
賦
〔
録
」
は
、
馬
路
組
四
ヵ
村
す
な
わ
ち
鳩
路
村
、
出
実
村
、
池
尻
村
お
よ
び
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

口
村
そ
れ
ぞ
れ
の
村
高
え
の
割
賦
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
年
同
月
の
．
「
御
軍
役
西
田
堤
年
賦
坂
立
帳
」
は
馬
路
村
一
般
農
民
え
の

軍
役
資
金
坂
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
幕
府
側
の
海
防
農
兵
設
置
の
態
度
に
は
極
め
て
消
極
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
は
い

る
が
、
実
は
そ
の
実
践
に
お
い
て
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
ペ
リ
ー
の
来
航
当
時
に
あ
っ
て
幕
府
側
で
は
譜
代
の
旗
本
杉
浦
氏
を

し
て
・
彼
の
支
配
地
に
お
け
る
郷
士
に
対
し
て
「
兵
賦
御
奉
公
」
を
命
じ
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
せ
ら
れ
よ
う
。

し
か
も
こ
の
江
戸
出
府
は
杉
浦
支
配
地
に
お
け
る
各
村
、
一
般
農
民
か
ら
の
軍
役
資
金
調
達
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

な
お
・
文
久
二
・
三
年
（
一
八
六
二
～
六
三
）
に
か
け
て
は
尊
撰
派
の
京
都
制
圧
が
行
わ
れ
、
尊
王
撰
夷
の
最
も
高
揚
さ
れ
た
時
期
で

あ
り
・
文
久
三
年
五
月
十
日
幕
府
を
し
て
余
儀
な
く
撰
夷
期
目
の
決
定
を
み
た
が
、
こ
○
よ
う
な
政
治
的
動
向
の
な
か
に
幕
府
は
文

久
三
年
旗
本
を
し
て
兵
賦
と
称
し
、
彼
等
の
支
配
地
の
如
行
高
に
応
じ
農
丘
ハ
を
出
さ
し
む
る
に
至
つ
た
（
こ
の
時
期
に
お
け
る
農
兵
設

置
は
・
外
患
．
撰
夷
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
反
幕
勢
力
に
ょ
る
内
憂
に
備
え
た
も
の
と
い
え
る
）
。
こ
う
し
た
幕
府
の
農
兵
設
置
の
態
度
決
定

を
請
け
て
杉
浦
氏
は
両
苗
郷
士
ら
に
三
度
目
の
江
戸
出
府
を
命
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
万
延
亥
年
（
文
久
亥
年
の
問
違
か
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

に
又
黒
船
到
来
士
分
召
寄
せ
と
て
江
戸
に
参
る
、
地
頭
の
用
命
に
て
都
合
三
度
出
府
す
」
、
「
我
等
此
度
兵
賦
御
奉
公
被
仰
付
難
在
奉

禦
出
府
烏
一
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
彼
等
両
苗
郷
士
三
十
四
名
が
文
久
三
年
四
月
十
四
目
吉
少
く
と
春
府
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

十
口
以
上
の
問
、
　
「
大
筒
」
操
作
の
「
調
練
」
を
う
け
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
ご
と
く
・
丹
波
馬
賂
両
甫
郷
士
ら
は
嘉
永
六
年
○
ベ
リ
ー
来
航
の
翌
年
と
ン
、
の
翌
六
年
及
び
文
久
三
年
の
三
同
に
わ
た
り
、

特
に
幕
府
が
「
兵
賦
」
を
農
民
に
課
す
る
に
至
っ
た
文
久
三
年
以
前
に
お
い
て
、
海
防
撰
夷
の
名
の
下
に
旗
本
杉
浦
氏
の
命
令
に
よ

り
江
戸
に
赴
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
彼
等
両
甫
郷
士
の
江
戸
出
府
を
断
行
し
た
動
機
に
つ
い
て
若
干

　
　
　
幕
末
．
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
一
岡
本
一
　
　
・
　
　
　
四
五
一
一
九
七
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
（
一
九
八
）

あ
き
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
す
で
に
し
ば
し
ば
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
馬
路
両
苗
郷
士
ら
が
遠
路
逢
か
江
戸
の
地
に
赴
い
た
の
は
、
旗
本
杉
浦
氏
の
命
令
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
し
か
し
地
頭
の
命
令
の
み
を
も
っ
て
両
苗
郷
上
の
行
動
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
江

川
太
郎
左
衛
門
が
白
己
の
代
官
支
配
地
に
お
け
る
農
民
と
の
親
密
な
関
係
か
ら
農
兵
設
置
を
説
い
た
場
合
と
は
異
な
り
、
地
頭
杉
浦

氏
と
両
苗
郷
士
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
親
密
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
す
で
に
別
の
機
会
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
し
て
お
い
た
よ

（
７
）

う
に
、
例
え
ば
杉
浦
氏
の
財
政
的
窮
乏
に
お
い
て
生
じ
た
享
保
年
中
の
「
地
頭
と
郷
上
差
経
出
来
侯
」
一
件
に
み
ら
れ
る
両
苗
郷
上

の
秀
吉
来
の
特
権
１
ｉ
「
赦
冤
屋
敷
地
」
に
対
す
る
貢
租
化
の
問
題
（
こ
の
一
件
は
両
甫
の
公
儀
出
願
に
ょ
っ
て
「
双
方
御
糺
之
上
、
於
評
定

所
、
制
外
之
地
と
被
仰
渡
、
事
済
二
相
成
」
っ
た
も
の
で
あ
る
。
）
、
あ
る
い
は
杉
浦
氏
の
村
内
平
百
姓
帯
刀
身
分
坂
立
に
対
す
る
両
苗
の
不

満
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
明
和
年
中
の
「
帯
刀
御
免
辞
退
願
」
一
件
な
ど
よ
り
す
れ
ぱ
、
む
し
ろ
両
老
の
問
に
感
情
的
対
立
す
ら

存
在
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、
在
地
性
を
も
た
な
い
江
戸
唐
住
の
旗
本
の
命
令
の
み
で
容
場
に
応
じ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
彼
等
両
苗
郷
士
ら
の
海
防
撰
夷
え
の
動
機
を
何
に
求
む
べ
き
か
、
実
は
そ
れ
は
形
式
的
に
地
頭
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
彼
等
の
尊
王
の
た
め
の
撰
夷
の
精
神
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
安
政

元
年
、
同
二
年
、
文
久
三
年
の
三
回
に
わ
た
り
江
戸
に
出
た
「
中
川
禄
左
衝
門
手
記
」
に
「
丹
波
馬
路
は
制
外
の
地
と
て
日
本
制
外

三
ヶ
所
の
一
也
、
殊
に
王
城
に
近
き
所
な
る
故
勤
丁
工
と
云
う
事
を
忘
れ
ぬ
様
常
に
糊
父
子
の
咄
也
、
私
廿
一
歳
嘉
永
六
年
に
亜
米
利

加
波
来
、
翌
寅
年
二
月
六
日
江
戸
行
と
て
地
頭
杉
浦
の
御
命
に
て
両
荷
五
十
除
人
火
内
一
冊
出
止
に
加
は
る
、
杉
卯
年
に
他
川
将
箪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

勢
揃
ひ
と
て
七
月
八
日
出
立
に
て
杉
浦
屋
敷
に
参
る
」
と
あ
る
の
は
こ
の
点
雪
つ
か
が
わ
し
め
る
も
Ｏ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
一

は
、
〔
身
Ｏ
Ｔ
に
お
い
て
嘉
永
年
問
「
典
学
舎
」
な
る
私
熟
を
灼
路
に
開
設
し
て
い
る
。
こ
Ｏ
私
熟
に
は
元
美
作
沐
山
藩
上
中
条
侍
郎



な
る
陽
明
学
者
を
招
塒
し
、
知
行
合
一
、
実
践
行
動
主
義
を
学
び
か
つ
尊
王
思
想
の
教
育
を
両
仙
一
族
の
子
弟
に
施
し
て
い
た
も
の

で
あ
り
・
こ
こ
に
彼
等
の
行
動
の
思
想
的
基
盤
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
苗
一
族
の
手
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
た
こ
の
「
典
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

舎
」
は
丹
波
に
お
け
る
最
古
の
私
塾
と
さ
れ
て
い
る
が
、
農
村
に
あ
つ
て
こ
の
よ
う
な
私
塾
を
開
設
し
一
族
の
子
弟
を
教
育
せ
ん
と

し
た
両
苗
の
者
た
ち
の
知
的
な
態
度
は
こ
れ
を
評
価
せ
ね
ば
な
ら
匁
い
。
幕
末
期
に
お
い
て
一
族
の
中
よ
り
医
老
、
儒
者
、
俳
人
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）

ど
を
輩
出
し
て
い
る
の
は
両
苗
の
イ
ソ
テ
リ
ゲ
ソ
チ
ャ
と
し
て
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
彼
等
は
当
時
の
世
状
の

動
向
に
少
く
と
も
無
関
心
で
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
四
年
択
捉
島
、
同
八
年
国
後
島
に
露
船
が
憲
し
来
つ
た
当
時

の
事
件
の
内
容
を
詳
細
に
と
ど
め
た
「
蝦
夷
一
件
」
の
書
写
、
あ
る
い
は
黒
船
渡
来
に
か
か
わ
る
江
戸
在
府
日
記
な
ど
は
、
両
苗
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

士
の
世
状
動
向
に
対
す
る
視
野
の
広
さ
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
両
苗
郷
士
と
禁
裏
守
衛
（
禁
門
の
変
）

安
政
元
年
か
妄
久
三
年
に
か
け
て
三
度
、
海
防
撰
夷
の
名
に
お
い
て
江
戸
出
府
を
実
行
し
た
馬
路
両
苗
郷
土
ら
は
、
そ
の
後
の

国
内
の
政
局
に
も
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

　
周
知
の
ご
と
く
・
文
久
二
年
九
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
の
こ
の
期
間
は
、
換
夷
運
動
が
も
つ
と
主
。
Ｎ
揚
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

朝
廷
を
掌
中
に
お
さ
め
た
長
州
、
土
佐
、
薩
摩
各
藩
の
尊
嬢
志
士
た
ち
は
、
朝
廷
を
通
じ
て
全
国
を
彼
等
の
支
酎
下
に
お
こ
う
と
し

た
・
そ
し
て
尊
撰
派
の
全
盛
下
に
浪
人
に
よ
る
天
諌
や
威
嚇
活
動
が
行
わ
れ
、
撰
夷
祈
願
．
親
征
の
詔
勅
を
み
る
に
及
ん
で
、
彼
等

尊
撰
派
の
全
盛
は
最
高
潮
に
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
の
べ
て
き
た
溝
の
農
兵
設
置
の
決
定
は
こ
の
状
況
の
下
で
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
・
し
か
し
、
尊
漢
派
の
こ
う
し
た
政
治
的
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
た
過
秋
に
・
お
い
て
、
棚
廷
よ
り
後
込
を
余
儀
な
く

　
　
　
幕
末
．
明
治
欝
に
お
け
る
郷
士
の
緊
的
運
動
の
鵠
一
岡
本
一
　
　
　
　
　
　
四
七
一
一
九
九
一
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四
八
　
（
二
〇
〇
）

さ
れ
て
い
た
薩
摩
藩
を
中
心
と
す
る
公
武
合
体
派
と
京
都
に
お
け
る
幕
府
勢
力
の
中
心
会
津
藩
の
連
合
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
公
武
合

体
１
１
雄
藩
連
合
に
よ
る
京
都
政
権
回
復
の
計
画
が
秘
密
裡
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
は
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
撰
夷
親
征
延
期
の

決
定
を
み
た
こ
と
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
尊
撰
派
志
士
お
よ
び
公
家
ら
は
一
朝
に
し
て
京
都
か
ら
追
放
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
尊
撰
派
に
代
り
京
都
に
再
び
成
立
し
た
公
武
合
体
Ｈ
雄
藩
連
合
政
権
も
、
薩
摩
藩
を
中
心
と
す
る
雄
藩

勢
力
と
幕
府
勢
力
と
の
対
立
に
よ
っ
て
は
や
く
も
こ
の
政
権
の
自
解
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
に
再
び
尊
撰
派
の
乗
ず
べ
き
機
を
与
え
た
。

時
恰
も
水
戸
尊
撰
派
の
挙
丘
ハ
、
京
都
池
田
屋
事
件
の
政
変
に
接
し
た
長
州
藩
は
京
都
に
向
け
出
兵
し
、
元
治
元
年
七
月
十
九
目
京
都

防
衛
の
薩
摩
、
会
津
”
１
、
の
他
諸
藩
兵
と
の
問
に
戦
闘
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
戦
闘
は
特
に
御
所
蛤
御
門
を
め
ぐ
っ
て
激
烈
を
極
め
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
禁
門
の
変
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
物
状
騒
然
、
め
ま
ぐ
る
し
い
政
変
特
に
禁
門
の
変
に
さ
い
し
て
、
馬
路
両
苗
郷
士
ら
は
大
挙
六
十
余
名

の
武
装
を
も
っ
て
「
大
御
所
御
伺
」
と
称
し
二
条
城
に
赴
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
「
中
川
様
左
衛
門
手
記
」
に
よ
れ
ば
、
禁
門

の
変
当
時
の
京
都
の
状
況
や
彼
等
の
行
動
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
記
を
と
ど
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〕
兀
治
元
年
七
月
十
八

九
日
、
長
州
薩
州
戦
争
あ
る
と
か
に
て
京
都
過
半
大
火
、
前
代
未
聞
驚
入
り
廿
目
早
朝
弟
武
平
太
私
両
人
愛
宕
山
に
登
り
参
拝
、
夫

よ
り
京
都
を
見
る
に
言
語
に
尽
し
難
く
、
地
獄
の
画
を
見
る
如
く
火
婚
恐
し
き
事
也
、
廿
五
丁
日
に
下
り
暫
時
眺
む
る
に
大
砲
に
て

峨
嵯
天
龍
寺
虚
空
蔵
寺
一
時
に
焼
失
、
共
有
様
忘
れ
難
し
（
中
略
）
、
翌
廿
一
目
早
朝
両
人
京
都
市
火
事
の
中
を
所
六
相
窺
ひ
共
内
・

大
御
所
御
無
難
を
拝
す
、
守
護
と
し
て
将
軍
一
橋
殿
二
条
城
に
御
座
侯
、
即
刻
丹
地
へ
引
取
り
両
崎
一
族
俄
に
協
議
を
遂
げ
、
廿
三

日
向
姓
六
十
除
名
大
御
所
御
伺
と
し
て
二
条
城
へ
参
殿
、
渡
辺
伊
予
守
御
面
会
中
飯
を
賜
り
、
只
今
の
処
に
て
は
先
づ
平
穏
に
存
ず

れ
ぱ
御
引
収
下
さ
れ
、
何
時
御
煩
み
す
る
や
ら
斗
り
難
き
旨
申
さ
れ
引
坂
る
、
馬
賂
「
ト
帰
り
杵
々
阿
祖
仰
参
拝
、
両
姓
会
議
所
に
引



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

取
り
表
分
始
め
両
姓
一
統
へ
披
露
、
尤
も
一
統
手
鎗
携
帯
後
鉢
巻
捲
昆
布
町
高
袴
割
羽
織
斉
す
」
云
六
と
。

　
こ
の
予
記
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
両
苗
郷
士
は
禁
門
の
変
よ
り
四
目
後
の
二
十
三
目
、
す
な
わ
ち
長
州
藩
が
衆
寡
敵
せ

ず
敗
走
し
、
長
州
追
討
の
朝
令
が
出
さ
れ
た
そ
の
日
に
京
都
に
赴
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
戦
闘
に
参
加
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
京
都
政
局
の
動
向
を
敏
感
に
と
ら
え
、
　
「
大
御
所
御
伺
」
と
称
し
て
御
所
禁
衛
に
出
向
い
た
彼
等
の
稜
極
的
な
直
接

的
行
動
に
注
目
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
大
御
所
御
伺
」
１
１
禁
裏
守
衛
に
つ
い
て
は
、
文
久
三
年
「
三
月
播
磨
林
田

藩
士
大
高
次
郎
及
び
山
城
西
之
岡
郷
十
山
口
薫
次
郎
と
い
ふ
者
が
山
城
、
大
和
、
丹
波
三
州
の
郷
士
を
叫
合
し
て
禁
裏
御
守
衛
に
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

ら
ん
こ
と
を
請
う
て
朝
廷
へ
腔
白
書
を
奉
つ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
し
て
、
馬
路
両
苗
郷
士
ら
も
禁
裏
守
衛
の
運
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

す
で
に
こ
の
頃
よ
り
は
じ
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
元
治
元
年
の
「
馬
路
村
両
甫
郷
士
一
条
之
記
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
始
メ
頃

ハ
中
年
（
万
延
元
年
）
！
姶
、
願
書
以
願
出
ツ
」
た
が
、
「
ふ
と
御
地
頭
へ
相
聞
へ
、
御
差
留
二
も
相
成
候
て
、
　
一
両
年
巾
絶
仕
侯
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

又
六
当
子
年
（
元
治
元
年
）
存
頃
！
文
左
衛
門
ヲ
以
、
会
津
殿
へ
願
込
手
掛
リ
致
シ
侯
処
、
会
津
殿
袖
な
く
本
国
へ
御
引
相
成
侯
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
■

無
致
方
し
て
（
中
略
）
一
ソ
橋
殿
江
願
込
、
ミ
」
云
六
と
あ
る
の
は
禁
裏
守
腐
歎
願
運
動
の
行
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
中
川

秩
左
衛
門
ら
の
名
に
お
い
て
書
か
れ
た
「
当
丹
波
国
之
儀
者
、
王
城
接
近
之
地
、
且
上
古
よ
り
禁
薬
嘩
基
御
料
と
唱
へ
、
大
牧
会
御

抜
穂
被
為
行
侯
旧
例
有
之
由
諸
他
国
と
懸
隔
仕
侯
、
延
暦
年
中
平
安
城
遷
都
之
節
賜
勅
御
鳳
欝
御
先
列
当
国
旧
家
之
者
御
警
衛
仕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

共
後
大
内
裏
御
造
営
中
巡
避
御
惚
、
一
衛
相
勤
」
云
六
の
文
面
は
彼
等
の
意
識
と
立
場
を
推
察
せ
し
む
る
。
ン
、
し
て
こ
の
よ
う
な
運
動
過

程
に
お
い
て
七
月
十
九
日
の
禁
門
の
変
を
迎
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
に
お
い
て
、
馬
路
両
荷
郷
士
の
禁
裏
守
衛
運
動
と
禁
門
の
変
参
加
の
事
実
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
の
節
の

最
後
と
し
て
、
次
節
に
の
べ
る
両
荷
郷
士
の
倒
幕
運
動
参
加
に
接
続
す
る
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
両
苛
の
「
投
獄
事
件
」
に

　
　
　
幕
末
．
明
治
維
新
に
お
げ
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
（
岡
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
（
二
〇
一
）
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五
〇
　
（
二
〇
二
）

関
し
て
こ
こ
で
の
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿

　
こ
の
事
件
そ
の
も
の
の
概
略
は
、
右
に
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
一
ツ
橋
を
介
し
て
行
わ
れ
よ
う
と
し
た
両
苗

郷
士
の
禁
裏
守
衛
運
動
や
特
に
大
挙
武
装
に
よ
る
禁
門
の
変
の
参
加
が
、
実
は
幕
府
譜
代
の
旗
本
で
あ
り
、
馬
路
支
配
の
地
頭
で
あ

る
杉
浦
氏
の
忌
嘩
に
深
く
触
れ
、
禁
裏
守
衛
運
動
の
過
程
に
お
い
て
は
「
ふ
と
御
地
頭
へ
聞
へ
御
差
留
二
」
な
る
と
い
う
事
態
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

ど
ま
っ
た
が
、
彼
等
が
禁
門
の
変
に
参
加
す
る
に
及
ん
で
遂
に
杉
浦
氏
に
よ
り
投
獄
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
件
で
あ
る
。
　
「
一
ツ
橋
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

江
度
六
罷
出
工
致
侯
杯
ト
申
立
、
揚
屋
入
井
入
牢
申
付
侯
事
」
と
あ
る
の
は
投
獄
事
件
の
事
実
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の

投
獄
事
件
は
人
見
軍
治
、
人
見
滝
蔵
の
二
名
の
獄
死
を
み
た
他
は
釈
放
を
許
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
両
甫
郷
士
の
そ
の
後

の
行
動
、
す
な
わ
ち
、
尊
王
倒
幕
Ｈ
戊
辰
戦
争
（
山
陰
鎮
撫
）
え
の
稜
極
的
参
加
を
決
定
づ
け
る
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
、
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

中
に
て
長
州
藩
浪
士
河
内
山
半
吾
な
る
も
の
と
の
交
渉
を
も
ち
盟
約
を
結
ぶ
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
明
治

維
新
の
担
い
手
と
し
て
の
志
士
と
郷
士
、
豪
農
と
の
「
同
盟
論
」
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
河
内
山
半
否
は
後
述
の
慶
応
四
年
正
月

の
山
陰
鎮
撫
勢
に
長
州
藩
兵
と
共
に
参
加
し
て
い
た
事
実
は
巾
川
秩
左
衛
門
「
御
一
新
勅
使
御
発
向
口
誌
」
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で

　
（
２
０
）

あ
る
が
、
彼
は
元
治
の
両
苗
郷
士
の
投
獄
事
件
の
そ
の
後
、
慶
応
元
年
京
都
明
暗
寺
の
一
虚
無
僧
の
姿
に
変
し
て
、
馬
路
村
重
勝
院

（
明
暗
寺
未
寺
）
に
滞
在
、
ま
た
、
慶
応
三
年
に
入
り
、
同
年
七
月
十
八
日
と
十
一
月
二
十
七
日
の
二
同
に
わ
た
り
秘
か
に
馬
路
村

を
訪
門
、
人
見
龍
之
進
、
中
川
式
平
太
、
中
川
秩
芹
衛
門
ら
と
謀
議
を
凝
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
謀
議
の
内
容
は
恐
ら
く
次
節

に
お
い
て
み
る
西
郷
吉
之
助
、
片
倉
具
視
ら
に
よ
り
な
さ
れ
た
画
策
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
両
苗
郷
士
と
倒
幕
運
動
（
戊
辰
戦
争
）



　
薩
摩
藩
を
中
心
と
す
る
雄
藩
勢
力
と
幕
府
勢
力
と
の
政
策
上
の
対
立
に
よ
っ
て
、
公
式
合
体
Ｈ
雄
藩
連
合
政
権
が
自
解
を
と
げ
、

尊
撰
派
長
州
藩
の
京
都
出
兵
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
禁
門
の
変
後
、
国
内
の
政
局
は
誠
に
め
ま
ぐ
る
し
い
回
転
を
と
げ
て
い
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
八
月
十
八
目
の
政
変
以
来
対
立
関
係
を
深
め
て
い
た
長
州
、
薩
摩
の
両
藩
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ァ
ソ
ス
を
異
に
す
る
と

は
い
え
、
藩
内
部
の
改
革
を
と
お
し
て
撰
夷
よ
り
開
国
論
に
向
い
、
ま
た
反
幕
の
点
に
お
け
る
政
策
の
基
本
的
一
致
を
通
じ
て
提
携

し
、
軍
事
同
盟
を
密
約
し
た
こ
と
に
よ
り
、
反
幕
勢
力
が
と
み
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
武
力
倒
幕
を
す
で
に
主
張
し
て
い

た
長
州
藩
は
と
も
か
く
、
な
お
政
局
の
主
導
権
を
雄
藩
連
合
の
掌
中
に
お
さ
め
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
薩
摩
藩
が
、
長
州
処
分
と

兵
庫
開
港
を
め
ぐ
る
幕
府
と
四
侯
会
議
の
対
立
そ
し
て
そ
の
失
敗
を
み
る
に
及
ん
で
挙
兵
倒
幕
に
傾
い
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
と
き
、

時
局
の
平
和
的
解
決
策
を
も
っ
て
登
場
し
た
土
佐
藩
に
よ
っ
て
公
議
政
体
、
大
政
奉
還
論
が
説
か
れ
、
将
軍
慶
喜
は
こ
れ
を
容
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
（
慶
応
三
年
十
月
十
五
日
）
。
こ
の
大
政
奉
還
は
幕
府
に
と
っ
て
無
条
件
の
政
権
返
上
で
は
な
く
、

反
幕
派
の
攻
撃
の
名
目
を
失
わ
せ
、
か
つ
幕
府
勢
力
の
可
及
的
保
存
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
武
力
倒
幕
派
は

薩
・
長
を
中
心
に
着
六
と
倒
幕
計
画
を
す
す
め
、
土
佐
の
公
議
政
体
論
を
圧
し
て
王
政
復
古
の
準
備
が
整
え
ら
れ
て
行
き
、
遂
に
十

二
月
九
目
王
政
復
古
が
宜
布
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
夜
の
小
御
所
会
議
に
お
い
て
、
公
議
政
体
派
と
武
力
倒
幕
派
の
激
論

の
す
え
討
幕
派
の
主
張
す
る
慶
喜
の
辞
官
納
地
が
決
定
さ
れ
た
と
き
、
こ
こ
に
幕
藩
封
雄
体
制
は
崩
れ
去
り
、
明
治
絶
対
主
義
新
政

権
が
生
誕
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
政
権
は
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
の
妥
協
に
な
る
両
者
の
連
合
政
権
で
あ
り
、
両
者
の

間
に
主
導
権
を
め
ぐ
る
暗
闘
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
氏
を
含
む
列
藩
会
議
の
主
張
者
公
議
政
体
派
と
徹
底
的
な

幕
府
勢
力
の
新
政
権
か
ら
の
追
放
を
捨
て
な
い
討
幕
派
と
の
主
導
権
争
い
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
討
幕
派

の
仕
組
ん
だ
江
戸
治
安
の
撹
乱
、
幕
府
え
の
挑
発
に
対
す
る
幕
府
側
の
挙
兵
に
よ
っ
て
、
ン
、
の
後
約
一
年
Ｏ
内
乱
、
い
わ
ゆ
る
戊
辰

　
　
　
幕
末
・
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
（
岡
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
二
〇
三
）

、
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二
一
二
〇
四
一

戦
争
が
惹
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
一
た
。
こ
の
戊
儀
争
は
新
政
権
内
に
淳
一
り
倒
捷
の
公
議
政
体
派
に
対
す
る
い
わ
ば
挑
戦
と

も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
・
慶
応
四
戊
辰
年
正
月
三
目
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
を
口
火
と
し
て
、
ン
、
の
後
約
一
年
に
わ
た
る
内
乱
、
い
わ
ゆ
る
戊
辰
戦

争
が
倒
幕
派
の
計
画
に
も
と
づ
き
惹
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
○
音
丹
波
．
山
陰
方
面
の
幕
府
側
討
伐
に

は
・
周
知
の
ご
と
く
西
園
寺
公
望
が
山
陰
道
鎮
撫
総
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
丹
波
．
山
陰
方
面
の
鎮
撫
は
岩
倉
具
視
が
「
西
郷
吉

之
助
ヵ
建
ツ
ル
所
ノ
策
」
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
「
壽
画
」
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
、
！
、
れ
は
「
万
一
伏
見
鳥
羽
二
道
ノ
官
軍

敗
ヲ
取
リ
賊
軍
勝
二
乗
シ
テ
京
師
二
逼
マ
ル
ト
キ
ハ
聖
上
掃
人
ノ
装
ヲ
為
シ
宮
嬢
ノ
輿
二
御
シ
准
后
御
方
ト
桂
宮
ト
借
二
禁
門
ヲ
出

テ
給
ヒ
三
条
中
山
二
卿
之
二
雇
従
ツ
薩
長
二
藩
ノ
兵
之
ヲ
護
衛
シ
間
道
途
ヲ
山
陰
道
二
躯
リ
迂
迦
ツ
テ
芸
備
ノ
問
二
出
テ
形
勝
ノ
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

二
拠
リ
砕
ヲ
行
宮
二
駐
メ
」
云
六
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
重
大
な
使
命
を
荷
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
三
日
の
鳥
羽
伏
見

の
緒
職
に
お
い
て
倒
幕
派
の
完
全
な
勝
利
に
帰
し
た
と
は
い
え
、
な
お
「
具
視
ヵ
前
キ
ニ
西
郷
吉
之
助
等
ト
議
画
ス
ル
所
ノ
策
中
ノ

一
」
と
し
て
「
正
月
四
日
（
中
略
）
西
園
寺
公
望
ヲ
山
陰
道
鎮
撫
総
督
ト
為
ツ
本
道
諸
藩
ノ
綴
脊
ヲ
間
ハ
ツ
メ
緩
急
事
二
従
ハ
シ
」

め
た
も
の
で
あ
セ
・
そ
し
て
機
夏
菱
き
ら
か
で
き
丹
波
・
山
陰
方
面
の
雛
の
た
め
に
、
西
園
寺
公
が
薩
・
長
の
兵
三
百

余
名
を
卒
い
明
智
阪
越
よ
り
丹
波
国
馬
路
村
に
到
着
し
た
の
は
正
月
五
日
の
夕
方
で
あ
る
。

　
今
般
御
勅
使
酉
闘
上
寸
公
望
卿

　
御
守
荷
薩
．
長
両
落
御
出
張
椙
成
侯
条
急
速
御
出
迎
御
用
意
可
有
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
守
衛
役
所
判

　
　
正
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
波
馬
路
郷
士
惣
代



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
見
立
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
武
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

　
こ
れ
は
西
園
寺
公
が
馬
路
村
に
到
着
す
る
に
先
立
ち
「
飛
頭
」
に
よ
っ
て
伝
え
た
鎮
撫
勢
出
迎
え
準
備
の
令
達
文
で
あ
る
。
こ
の

令
達
は
す
で
に
触
れ
た
長
州
藩
浪
上
河
内
山
半
吾
と
の
盟
約
、
倒
幕
派
と
両
苗
郷
士
と
の
問
に
な
さ
れ
て
い
た
事
前
の
政
治
的
裏
面

工
作
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
こ
に
両
苗
郷
士
の
山
陰
鎮
撫
え
の
積
極
的
な
協
力
と
活
動
が
開
姶
せ
ら
れ
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

　
西
園
寺
公
は
丹
波
馬
路
村
に
着
陣
す
る
や
、
ま
ず
丹
波
の
入
口
を
拓
す
る
亀
山
藩
松
平
図
書
頭
に
当
る
と
と
も
に
、
旧
幕
領
旗
本

領
下
の
村
役
人
を
招
集
し
て
旧
幕
府
制
札
の
引
揚
げ
と
官
軍
執
事
の
制
札
の
掲
示
、
旧
領
主
え
の
「
上
貢
郷
蔵
之
米
金
」
の
封
鎖
を

　
　
一
２
４
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
５
一

命
じ
た
。
い
ま
こ
こ
で
各
村
に
掲
示
を
命
じ
た
制
札
の
内
容
を
抄
録
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
上
下
貴

賎
共
勤
王
之
者
、
早
速
馳
参
り
、
御
奉
公
可
申
侯
」
、
「
徳
川
累
代
相
親
有
之
侯
者
も
、
今
目
！
悔
悟
、
天
朝
の
重
を
知
り
反
正
侯
得
ハ
、

既
往
ハ
御
答
不
被
仰
付
、
共
儘
被
差
置
侯
」
と
な
し
、
　
「
相
当
之
御
奉
公
可
逐
侯
、
且
又
、
御
奉
公
筋
神
妙
之
老
ハ
御
忠
賞
可
被
仰

付
侯
」
、
し
か
し
、
　
「
若
勅
二
違
侯
徒
ハ
忽
追
討
被
仰
付
侯
問
、
三
丹
麗
民
心
得
違
無
之
様
覚
悟
致
し
、
只
符
丹
心
を
抽
て
逆
賊
退

治
、
王
家
二
可
勤
中
也
」
と
な
し
、
又
別
に
「
官
軍
に
加
り
候
村
ニ
ハ
当
年
之
処
、
年
貢
半
納
之
御
沙
汰
可
有
之
、
若
狐
疑
致
シ
不

参
せ
し
む
る
二
於
て
ハ
、
共
一
村
立
所
に
御
訣
罰
可
被
加
侯
事
、
附
り
、
今
日
之
騒
擾
二
乗
シ
百
姓
共
相
参
り
一
摂
等
相
企
候
節
ハ
、

賊
徒
同
様
可
被
為
訣
教
侯
」
と
い
う
内
答
の
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
制
札
文
の
な
か
に
、
丹
波
．
山
陰
鎮
撫
の
口

的
実
挑
の
た
め
に
各
村
な
い
し
一
般
農
民
Ｏ
支
持
脇
カ
を
強
く
嘆
請
し
、
し
か
も
こ
れ
が
、
特
に
官
軍
に
参
加
奉
公
し
た
村
六
農
民

に
対
し
て
は
「
御
思
賞
可
被
仰
下
」
、
　
「
当
年
之
処
年
貞
半
納
之
御
沙
汰
可
有
之
」
と
な
し
、
　
も
し
勅
に
従
わ
な
け
れ
ば
「
忽
追
討

　
　
　
幕
末
一
閉
治
維
新
に
お
げ
る
郷
土
の
政
治
的
連
動
の
峻
開
（
附
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
（
二
〇
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
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五
四
　
（
二
〇
六
）

被
仰
付
」
、
　
「
立
所
二
御
訣
罰
可
被
加
」
に
み
る
ご
と
く
、
厳
し
い
思
賞
必
罰
主
義
を
伴
う
権
力
で
も
っ
て
上
か
ら
強
制
し
て
い
る

点
に
注
意
せ
ら
れ
、
ま
た
、
農
民
の
一
挨
騒
擾
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
事
情
が
う
か
が
え
る
。
丹
波
に
お
け
る
一
挨
騒
擾
件
数
は
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

世
を
通
じ
て
二
十
件
余
を
数
え
て
お
り
、
こ
の
う
ち
船
井
郡
は
延
宝
、
宝
暦
、
天
明
、
万
延
に
か
け
て
一
撲
が
行
わ
れ
丹
波
に
お
け

る
伝
統
的
最
多
発
地
と
な
っ
て
い
て
、
特
に
万
延
元
年
（
ニ
ハ
八
○
）
の
六
月
と
十
一
月
に
産
物
会
所
反
対
、
米
価
騰
貴
に
よ
る
一

撲
が
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鎮
撫
勢
は
永
い
封
建
的
抑
圧
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
農
民
層
の
一
挨
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
積
極
的

に
吸
収
し
、
新
政
権
成
立
え
の
一
つ
の
基
盤
に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
一
挨
騒
擾
を
抑
え
、
か
つ
、
思
賞
必
罰
主
義

の
郷
村
治
安
対
策
を
も
っ
て
丹
波
・
山
陰
の
鎮
撫
を
遂
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
般
農
民
と
密
斉
し
な
い
明
治
新
政
権

の
絶
対
主
義
的
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ン
、
し
て
新
政
権
が
内
乱
の
緒
果
を
み
た
後
も
、
農
民
に
対
す
る
年
貢
半
免
の

約
束
を
空
手
形
に
お
わ
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
具
体
的
な
性
格
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
西
園
寺
公
を
総
督
と
す
る
鎮
撫
勢
に
馬
路
両
苗
郷
土
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
か
に
つ
い
て
つ
ぎ
に

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
予
定
め
行
動
と
し
て
西
園
寺
が
丹
波
馬
路
村
に
斉
陣
し
た
正
月
五
目
よ
り
、
鎮
撫
勢
の
と
っ
た
郷
村
治

安
対
策
や
直
接
的
な
軍
役
奉
仕
な
ら
び
に
義
兵
募
集
な
ど
に
対
し
て
積
極
的
な
協
力
と
活
動
を
開
姶
す
る
に
至
る
。

　
ま
ず
、
西
園
寺
公
が
入
丹
す
る
や
「
金
穀
旧
領
主
ノ
分
不
残
郷
蔵
封
附
」
を
村
役
人
に
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
旧
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

に
納
め
る
べ
き
貢
租
の
封
鎖
、
接
収
を
行
う
に
当
っ
て
、
こ
れ
は
「
薩
長
ノ
可
従
指
揮
二
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
路
郷
土
両
苗
中

　
桑
旧
船
井
両
椰
元
徳
川
領
旗
木
領
鍵
火
鎮
撫
米
金
取
締
等
之
儀
被
申
付
候
准



■

　
但
　
薩
長
藩
手
付
二
付
候
郷
村
之
分
除
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
　
軍
　
執
　
事
副

の
令
達
か
為
ら
れ
る
占
串
す
で
に
薩
摩
・
長
州
の
轟
に
入
っ
て
い
る
郷
村
は
除
き
、
丹
波
に
淳
る
桑
田
．
船
井
郡
両
郡

の
旧
幕
府
・
旗
本
領
の
農
民
鎮
撫
と
米
金
の
取
締
を
馬
路
両
苗
郷
士
に
も
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
老
の
両
苗
郷
士
に
課
せ
ら
れ
た

「
農
民
鎮
撫
」
は
先
の
官
軍
制
札
の
一
摂
厳
禁
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
丹
波
に
お
け
る
伝
統
的
な
一
侯
の
最
多
発
地
船
井
郡
が
、

彼
等
の
治
安
対
策
地
域
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
注
意
さ
れ
る
。

　
両
甘
郷
土
の
こ
う
し
た
桑
旧
・
船
井
両
郡
に
お
け
る
郷
村
治
安
対
策
え
の
協
力
に
加
え
て
、
つ
ぎ
に
彼
等
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
、

鎮
撫
勢
の
戦
列
に
加
わ
り
直
接
幕
府
側
討
伐
に
参
加
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
当
時
の
京
都
に
お
け
る
倒
幕
軍
の
戦
力
は
、
　
「
岩
倉
公

実
記
」
に
よ
る
と
「
在
京
諸
藩
ノ
巾
椅
頼
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
惟
薩
長
二
藩
ア
ル
ノ
、
・
・
而
ル
ニ
ニ
藩
ノ
見
兵
寡
少
ニ
ツ
テ
必
勝
ヲ
期
ツ
難

シ
」
と
さ
れ
・
そ
の
た
め
「
奇
計
ヲ
州
ヰ
テ
以
テ
賊
軍
ヲ
困
疲
セ
シ
ム
ル
ニ
如
カ
ス
」
と
し
て
西
郷
、
大
久
保
、
広
沢
ら
と
共
に

「
防
職
の
計
ヲ
議
」
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
す
で
に
触
れ
た
西
郷
の
雄
策
の
基
本
的
採
州
で
あ
り
、
ま
た
義
兵
募
集
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
・
こ
こ
に
お
い
て
、
山
陰
鎮
撫
を
遂
行
し
て
行
く
に
当
り
地
の
利
を
占
め
、
ま
た
郷
村
に
あ
つ
て
在
地
勢
力

を
有
し
、
さ
ら
に
、
は
勤
王
倒
楳
的
性
格
を
も
つ
馬
賂
両
荷
郷
土
の
戦
列
組
入
れ
が
、
河
内
山
半
吾
を
通
じ
て
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
両
荷
側
の
「
志
願
」
と
相
ま
つ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
義
兵
募
集
は
た
だ
ひ
。
と
り
両

附
郷
上
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
正
月
四
日
西
園
寺
公
が
鎮
撫
総
督
に
任
命
さ
れ
た
即
目
、
山
因
郷
土
ら
に
対
し
て
「
勤
王
有
志
之
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

は
各
八
具
得
物
相
携
へ
速
に
官
軍
に
可
馳
加
事
」
の
激
文
を
飛
ば
し
て
い
る
。
馬
路
両
荷
郷
土
は
「
多
年
之
赤
心
一
勅
に
果
す
も
今

目
と
作
釦
一
と
い
う
意
気
込
み
萎
せ
、
山
国
郷
士
は
「
裏
王
臣
ヲ
以
テ
白
ラ
負
フ
山
国
郷
土
餐
丘
一
勇
ヲ
団
結
ツ
以
テ
勤
王

　
　
　
幕
末
．
明
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
一
岡
本
一
　
　
　
　
　
　
芸
一
二
〇
七
一
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五
六
　
（
二
ｎ
）
八
）

　
　
　
　
　
（
３
１
）

の
実
ヲ
挙
ヶ
ソ
」
と
し
て
十
二
日
鎮
撫
勢
に
参
加
し
た
。
さ
ら
に
は
、
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
丹
波
弓
箭
隊
の
叫
合
も
行
わ
れ
た

（
３
２
）

が
、
こ
れ
は
人
見
龍
之
進
、
中
川
秩
左
衛
門
ら
の
両
苗
郷
士
惣
代
の
建
言
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
西
園
寺
公
の
馬
路
酋
陣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

当
目
「
従
往
古
国
風
弓
箭
組
郷
士
之
傭
立
粗
建
言
仕
」
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
丹
波
弓
箭
隊
の
叫
合
は
、
　
「
篠
山
口
追
六
騒
動
に
及
び

幕
府
之
賊
徒
数
多
摂
州
辺
よ
り
福
住
へ
の
問
道
を
脱
け
来
る
」
と
の
緊
迫
し
た
状
勢
下
に
お
い
て
「
人
数
不
足
に
付
」
彼
等
に
命
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
叫
合
に
よ
っ
て
丹
波
一
円
よ
り
参
集
し
た
弓
箭
隊
土
は
二
百
余
名
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
丹
波
弓
箭
組
勤
王
之
者
篠
山
口
御
発
行
に
付
急
に
人
数
入
用
侯
問
支
度
調
次
第
明
日
明
後
日
之
内
御
本
営
に
馳
付
可
申
候
事

　
　
慶
応
四
年
正
月
九
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
　
軍
　
執
　
事
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
路
村
両
苗
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
見
立
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
禄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

　
こ
れ
は
弓
箭
隊
叫
令
の
令
書
で
あ
る
が
、
か
く
て
人
見
龍
之
進
、
中
川
脈
左
衛
門
は
両
甘
郷
上
惣
代
と
し
て
両
仰
郷
十
七
十
余
名

の
指
搾
統
制
に
当
る
と
と
も
に
、
弓
箭
隊
の
取
締
惣
代
と
し
て
鎮
撫
勢
の
雌
幕
に
参
劃
、
鎖
撫
遂
行
の
一
翼
を
荷
な
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
両
沽
郷
上
七
十
余
名
の
う
ち
直
接
鎮
撫
勢
に
加
わ
っ
た
＊
は
約
二
十
五
名
で
あ
り
、
他
の
阿
附
郷
上
は
桑
旧
・
船
井
向
榔
の

郷
村
治
安
対
策
に
奔
走
し
た
も
の
で
あ
る
。
ン
、
し
て
前
考
の
鎮
撚
勢
傘
下
に
馬
路
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
中
閉
小
百
姓
八
十
三
求
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
６
）

の
あ
る
者
も
内
淋
郷
上
と
共
に
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
彼
仰
は
か
つ
て
は
両
附
一
族
ユ
、
れ
ぞ
れ
Ｏ
「
家
米
」
Ｈ
隷
属
的
下
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
）

し
・
て
存
在
し
て
い
た
が
、
宝
肺
頃
よ
り
漸
次
宋
米
獅
、
出
入
と
し
て
経
済
的
に
独
立
化
を
遂
げ
て
行
っ
た
小
百
脈
た
ち
で
あ
る
。

　
こ
Ｏ
よ
う
に
し
て
、
両
仙
郷
士
は
〕
己
Ｏ
直
接
Ｏ
鎖
撫
勿
参
加
と
と
も
に
、
ロ
フ
航
隊
叫
く
ｎ
に
み
ら
れ
る
義
兵
募
共
に
桁
導
灼
役
割



を
演
じ
つ
つ
、
鎮
撫
遂
行
に
協
力
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
篠
山
口
の
緊
急
事
態
も
回
避
、
諸
藩
恭
順
の
大
勢
の
下

に
、
山
国
隊
は
正
月
十
六
日
帰
郷
そ
の
後
京
都
禁
裏
守
衛
と
東
征
従
軍
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
弓
箭
隊
は
二
十
四
目
宮
津
表
に
て
ン
、
の

大
部
分
の
帰
郷
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
馬
路
郷
士
は
弓
箭
隊
一
部
の
五
〇
名
と
共
に
「
錦
旗
守
護
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
丹
波
よ

り
丹
後
、
但
馬
、
因
幡
、
伯
者
、
出
雲
を
歴
巡
し
兵
庫
、
大
阪
の
行
程
を
至
て
三
月
二
十
八
日
の
京
都
帰
還
に
至
る
約
八
十
日
間
、

西
園
寺
公
に
随
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
西
園
寺
公
望
が
山
陰
鎮
撫
を
終
え
東
山
道
第
二
軍
総
督
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
両
曹
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
８
）

士
は
再
び
北
越
・
奥
羽
征
討
に
も
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
馬
路
両
苗
郷
士
は
桑
田
・
船
井
両
郡
の
郷
村
治
安
対
策
に
、
そ
し
て
ま
た
諸
藩
の
鎮
撫
行
動
え
の
直
接
参
加
と

義
兵
募
集
な
ど
に
指
導
的
役
割
を
演
じ
て
、
手
兵
僅
か
三
百
余
名
を
率
い
る
西
園
寺
公
望
の
丹
波
・
山
陰
鎮
撫
に
積
極
的
な
協
力
を

示
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
○
よ
う
な
両
苗
郷
士
の
果
し
た
役
割
に
対
し
て
、
彼
等
は
西
園
寺
公
よ
り
い
く
つ
か

の
褒
賞
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
今
年
上
貢
米
一
年
限
被
免
侯
事
」
　
（
辰
四
月
）
に
み
る
ご
と
く
、
貢
租
米
の
一
年
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
９
）

り
免
除
の
思
典
に
あ
ず
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
典
は
逐
に
そ
の
実
現
を
み
る
に
至
ら
ず
に
終
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
新
政
権
の
基
礎
固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
　
「
百
事
草
創
」
の
時
期
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
先
の
各
村
、
農
民
に
対
し
て
行
わ
れ
た
貢

租
免
除
の
空
手
形
と
併
わ
せ
、
こ
の
よ
う
な
新
政
権
の
措
置
に
、
政
局
の
舞
台
と
時
点
を
異
に
し
た
と
は
い
え
ど
も
、
か
つ
て
の
大

和
天
訣
組
の
挙
兵
ヤ
但
馬
生
野
の
挙
兵
に
み
ら
れ
た
年
貢
半
減
、
減
免
の
調
い
文
句
が
想
起
せ
ら
れ
る
。

あ
　
と
　
が
　
き

以
上
、
三
節
に
わ
け
て
叙
述
し
て
き
た
な
か
か
ら
す
で
に
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
燕
末
・
閉
治
維
新
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
展
開
（
岡
木
）

ま
ず
、

間
趣
点
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

　
五
七
　
（
二
し
九
）
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五
八
　
（
二
一
〇
）

　
嘉
永
六
年
ベ
リ
ー
来
航
を
契
機
と
し
て
撰
夷
論
が
沸
騰
し
て
き
た
が
、
幕
府
自
身
も
強
い
嬢
夷
論
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

遂
に
開
港
を
断
行
し
た
。
し
か
し
、
文
久
三
年
は
と
も
か
く
ペ
リ
ー
来
航
の
そ
の
当
時
、
農
民
の
負
担
加
重
、
農
業
の
怠
慢
、
身
分

的
秩
序
の
破
壌
、
特
に
農
民
の
武
装
反
抗
な
ど
を
恐
れ
て
い
た
幕
府
が
、
撰
夷
の
た
め
の
農
兵
設
置
に
極
め
て
消
極
的
態
度
を
と
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
一
般
的
見
解
に
対
し
て
、
幕
府
が
譜
代
の
旗
本
を
通
じ
て
農
兵
設
置
を
実
践
し
て
い
た
史
実
を
指
摘
す
る
と
同
時

に
、
安
政
元
年
、
同
二
年
お
よ
び
文
久
三
年
の
三
回
に
わ
た
り
蓬
か
丹
波
の
地
よ
り
江
戸
出
府
を
行
っ
た
馬
路
両
苗
郷
士
は
、
た
だ

旗
本
杉
浦
氏
の
命
令
に
よ
る
の
み
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
尊
撰
撰
夷
の
思
想
的
基
盤
の
上
に
立
つ
彼
等
の
積
極
的
な
「
丘
ハ
賦
御

奉
公
」
と
し
て
、
こ
れ
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
を
ま
ず
あ
き
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
安
政
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
両
苗

の
撰
夷
運
動
の
展
開
で
あ
る
。
　
つ
づ
い
て
は
、
万
延
頃
か
ら
は
じ
め
ら
れ
禁
門
の
変
（
元
治
元
年
）
に
至
る
両
苗
郷
士
の
禁
裏
守
衛

運
動
の
展
開
と
、
禁
門
の
変
に
参
加
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
な
し
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
管
見
史
料
に
よ
り
や
や
具
体
性
を
欠
く

が
、
元
治
元
年
よ
り
慶
応
四
年
に
至
る
こ
の
問
の
尊
王
倒
幕
志
士
と
両
苗
郷
士
と
の
連
繋
、
両
苗
の
倒
幕
運
動
の
展
開
特
に
戊
辰
戦

争
（
山
陰
の
役
）
に
お
い
て
鎮
撫
の
直
接
参
加
や
郷
村
治
安
対
策
に
彼
等
の
演
じ
た
指
導
的
役
割
に
つ
い
て
も
あ
き
ら
か
に
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
馬
路
両
苗
郷
士
の
尊
王
撰
夷
、
禁
裏
守
衛
お
よ
び
倒
幕
え
の
政
治
的
運
動
の
展
開
過
程
は
、
尊
王
撰
夷

か
ら
倒
幕
運
動
え
と
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
志
上
た
ち
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
つ
ぎ
に
両
苗
の
倒
暮
運
動
の
な
か
で
触
れ
た
明
治
維
新
担
い
手
と
し
て
の
「
同
盟
論
」
、
あ
る
い
は
明
治
新
政
権
の

性
格
に
つ
き
、
丹
波
・
山
陰
鎮
撫
の
ぱ
あ
い
を
通
じ
て
す
こ
し
く
述
べ
、
も
つ
て
こ
の
稿
の
最
後
と
し
た
い
。

　
今
日
、
明
治
維
新
の
担
い
千
、
つ
ま
り
倒
幕
運
動
の
主
体
勢
力
を
考
え
る
ば
あ
い
、
志
士
な
い
し
浪
十
と
郷
上
、
豪
農
商
層
と
の

ｎ
朋
皿
関
係
を
ぬ
き
「
｛
し
て
こ
れ
を
考
え
ろ
こ
と
は
で
き
た
い
。
独
り
下
級
武
上
に
よ
っ
て
倒
幕
Ｈ
明
治
維
新
が
遂
行
さ
れ
た
と
み
る
、



い
わ
ゆ
る
「
下
級
武
士
論
」
は
最
早
や
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
文
に
み
た
両
苗
郷
七
と
長
州
藩
浪

士
と
の
連
繋
に
お
い
て
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
倒
幕
運
動
、
明
治
維
新
の
変
革
は
こ
う
し
た
同
盟
関
係

に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
同
盟
論
」
に
、
さ
ら
に
広
く
一
般
農
民
を
含
め
た
同
盟
関

係
を
考
え
、
広
汎
に
し
て
積
極
的
な
一
般
農
民
の
協
力
支
持
の
も
と
に
、
倒
幕
運
動
実
現
の
可
能
性
を
見
出
ン
、
う
と
す
る
見
解
に
は
、

本
文
の
丹
波
・
山
陰
鎮
撫
に
み
る
限
り
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
思
賞
必
罰
主
義
に

も
く
づ
く
上
か
ら
の
強
力
的
な
権
力
で
も
っ
て
、
一
般
農
民
に
対
し
鎮
撫
え
の
協
力
支
持
を
強
制
し
て
行
っ
た
点
か
ら
も
う
か
が
い

う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
両
苗
郷
士
惣
代
の
建
策
に
も
と
づ
く
丹
波
弓
箭
隊
叫
合
に
お
い
て
、
丹
波
各
地
よ
り
集
ま
っ
た
二
百
余

名
の
弓
箭
組
の
面
六
は
、
由
緒
連
綿
を
誇
る
地
侍
Ｈ
郷
士
、
あ
る
い
は
有
力
農
民
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
「
弓
者
連
中
」
の

老
た
ち
で
あ
っ
て
、
広
く
一
般
の
農
民
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
馬
路
の
ば
あ
い
馬
路
村
小
百
姓
の
若
干
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
「
中
問
小
百
姓
八
十
三
家
」
の
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
等
は
両
苗
郷
士
の
家
来
筋
、
出
入
と
し
て
の
特
殊
な
関
係
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
普
通
の
一
般
農
民
と
同
じ
く
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
丹

波
・
山
陰
鎮
撫
は
郷
士
、
有
カ
農
民
層
と
の
同
盟
で
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
広
汎
に
し
て
積
極
的
な
一
般
農
民
の
協
力
支
持
が
存

在
し
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ン
、
う
か
と
い
っ
て
、
一
般
農
民
の
鎮
撫
勢
に
対
す
る
行
動
が
非
協
力
的
で
あ
っ
た
と

み
る
の
で
は
な
く
、
永
い
封
建
的
抑
圧
の
も
と
に
附
か
れ
て
い
た
彼
等
に
と
っ
て
は
、
新
政
権
生
誕
え
の
淡
い
希
望
と
期
待
を
寄
せ

る
以
上
に
出
な
か
っ
た
の
が
そ
の
実
態
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
自
づ
か
ら

う
か
が
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
「
ト
、
農
民
運
動
と
Ｏ
閑
連
に
お
い
て
、
明
治
新
政
権
の
生
延
に
お
け
る
ン
、
Ｏ
性
格
に
つ
い

て
触
れ
て
お
こ
う
。

　
　
　
慕
末
・
明
治
維
新
に
お
げ
る
郷
土
の
政
治
的
運
動
の
展
開
（
岡
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
（
二
一
一
）



　
　
　
一
－
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
箪
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
（
二
一
二
）

　
明
治
維
新
の
担
い
手
、
つ
ま
り
、
そ
の
主
体
勢
力
を
広
く
一
般
農
民
層
を
含
む
同
盟
関
係
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
考
え
は
、
す

く
な
く
と
も
丹
波
・
山
陰
鎮
撫
に
お
い
て
み
る
限
り
成
立
し
が
た
い
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
百
姓
一
挨
が
明
治
維

新
の
変
革
に
む
す
び
つ
け
る
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
姓
一
挨
の
意
識
形
態
や
運
動
形
態

は
と
も
か
く
、
そ
の
実
践
が
に
な
う
客
観
的
意
義
に
お
い
て
、
封
建
杜
会
を
ゆ
さ
ぶ
る
一
つ
の
原
動
力
と
な
り
、
封
建
的
危
機
を
増

大
せ
し
め
て
行
っ
た
と
い
う
評
価
は
、
こ
れ
を
一
応
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
直
ち
に
明
治
維
新
の
変
革
に
む
す

び
つ
け
、
そ
の
担
い
千
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
本
文
に
お
い
て
触
れ
た
鎮
撫
勢

の
郷
村
治
安
対
策
よ
り
み
て
う
か
が
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
丹
波
・
山
陰
鎮
撫
に
あ
っ
て
は
、
郷
村
の
有
力
な
郷
士

層
の
利
用
に
お
い
て
、
む
し
ろ
必
罰
主
義
の
も
と
に
農
民
の
一
挨
騒
擾
を
抑
圧
す
る
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

指
導
・
連
繋
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
維
新
は
下
か
ら
の
農
民
運
動
を
抑
圧
し
、
た
だ
強
権
を
も
っ
て

上
か
ら
の
改
革
を
行
う
と
い
う
絶
対
主
義
の
特
質
を
す
く
な
く
と
も
備
え
て
い
た
も
の
と
い
’
え
る
。
こ
こ
に
明
治
新
政
権
が
絶
対
主

義
的
性
格
を
も
っ
て
生
誕
し
た
所
以
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
（
１
）
　
拙
稿
「
立
命
館
経
済
学
」
第
五
巻
第
五
号
、
第
六
巻
第
五
号
、
第
七
巻
第
六
号
参
照
。

　
（
２
）
（
３
）
　
馬
路
町
白
治
会
所
蔵
文
讐
（
同
志
杜
大
学
人
文
科
学
研
究
所
保
管
）
。

　
（
４
）
　
「
小
川
禄
左
衛
門
手
記
」
。
　
（
中
川
人
見
戊
辰
旧
義
録
、
一
二
頁
）

　
（
５
）
　
人
見
家
文
仰
、
文
久
三
亥
年
六
月
「
在
府
井
盗
道
巾
記
」
。

　
（
６
）
　
人
見
塞
文
片
、
文
久
三
亥
年
四
月
、
人
見
権
八
郎
記
「
江
戸
在
府
巾
井
道
巾
記
」
こ
れ
は
一
一
一
月
二
十
九
□
馬
路
川
売
よ
り
江
戸
淋
在
巾
の
箏

　
　
作
を
狽
口
を
立
て
七
月
二
十
一
日
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
お
り
、
海
防
農
「
一
設
桝
に
か
か
わ
る
庶
Ｎ
・
…
人
料
と
し
て
貴
凧
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
参

　
　
考
の
た
め
項
、
〔
の
み
を
＾
し
て
お
く
と
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
〔
ノ
川
川
ヅ
之
桝
　
○
利
杵
之
小
　
∴
花
附
巾
之
水
　
－
調
練
之
仰
　
∴
御

　
　
口
見
へ
の
事
　
○
献
立
之
楽
　
■
調
練
定
口
之
楽
　
一
，
衷
船
令
来
之
楽
　
バ
一
■
御
触
連
之
箏
　
∴
■
兵
賦
之
も
０
）
差
出
之
事
　
「
掬
元
腹
之
箏
　
∴



　
　
篶
一
付
元
締
之
事
○
御
殿
様
御
供
先
勢
一
側
之
事
Ｃ
帯
刀
人
急
出
府
一
付
御
保
美
之
事
、
い
、
舞
之
事
バ
一
、
出
火
之
事
、
少
尖
之

　
　
事
「
右
之
通
り
荒
増
書
記
帯
中
侯
、
後
年
一
拝
覧
可
致
侯
、
以
上
七
月
廿
一
目
溝
も
の
他
一
。

（
７
）
　
拙
稿
「
丹
波
馬
路
村
に
お
け
る
両
苗
郷
士
の
存
在
形
態
」
立
命
館
経
済
学
策
五
巻
第
五
号
。

（
８
）
　
「
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
唱
義
録
」
一
ド
頁
。

（
９
）
　
「
南
桑
田
郡
誌
」
四
二
頁
。

（
１
０
）
　
「
丹
波
及
丹
波
人
」
三
四
〇
頁
。

一
ｕ
一
例
え
ぱ
・
明
和
安
永
年
問
「
中
川
玄
隆
枠
小
鉄
京
都
儒
者
山
田
清
次
郎
門
弟
二
罷
成
候
一
一
人
見
家
文
書
一
に
み
る
ご
と
く
、
京
都
に
儒
者

　
　
　
門
弟
を
送
り
出
し
・
莞
い
は
京
都
で
医
老
開
業
の
断
片
文
書
一
人
見
家
文
書
一
な
ど
を
み
る
が
、
二
で
特
筆
す
べ
ぎ
は
、
杉
田
畜
、

　
　
　
前
野
良
沢
ら
と
共
に
蘭
学
「
解
体
新
書
一
の
翻
訳
婁
し
た
中
川
淳
庵
一
三
代
淳
庵
、
天
明
六
年
没
一
は
中
川
一
族
で
隻
。
一
和
田
信
二

　
　
　
郎
著
「
中
川
淳
庵
先
生
」
参
照
）

（
１
２
）
　
人
見
家
文
書
、
文
化
四
丁
卯
年
「
蝦
夷
一
作
」
そ
の
他
「
日
記
」
。

一
Ｈ
一
「
中
川
笑
衛
門
手
記
一
一
前
掲
、
三
頁
一
、
な
お
人
見
家
文
書
元
治
元
年
の
「
馬
路
村
哩
固
郷
士
一
条
之
記
一
に
よ
れ
ば
、
元
治
元
年
七

　
　
月
一
芯
□
棚
六
ツ
頃
参
会
所
出
立
致
シ
候
一
中
略
一
、
一
ツ
鰹
之
御
展
一
一
統
参
、
門
番
之
簑
ヱ
丹
州
鋒
村
郷
士
算
三
人
、
此
度

　
　
之
御
大
変
一
付
・
兼
織
中
出
毎
・
御
世
話
様
鰻
漠
事
故
、
一
統
驚
入
今
是
不
斗
御
見
舞
推
参
仕
候
一
云
六
と
あ
つ
て
、
出
発
の
日
数

　
　
雀
び
妄
加
人
貝
に
閑
し
「
中
川
禄
左
衛
門
手
記
一
と
異
な
つ
て
い
る
が
、
「
一
条
之
記
一
は
写
で
あ
る
こ
と
な
ど
考
慮
し
て
二
で
は
「
手

　
　
記
」
に
よ
っ
た
。

一
ｕ
一
筆
二
氏
「
明
汁
維
新
に
於
け
る
郷
士
の
竃
一
一
目
本
諸
学
振
興
責
会
研
究
襲
口
、
需
篇
所
収
一
。

（
１
５
）
　
人
見
家
文
仰
。

（
１
６
）
　
「
乍
恐
り
箭
隊
山
緒
中
上
侯
詐
付
」
　
（
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
噌
義
録
、
五
六
頁
以
下
）

一
ｕ
一
鵜
「
前
掲
一
一
立
命
羅
済
学
第
五
巻
票
号
一
に
お
い
て
隻
ら
か
に
し
た
硬
旧
郷
十
の
募
否
認
を
め
ぐ
る
間
題
に
お
い
て
一
元

　
　
治
元
年
「
東
御
奔
小
竿
総
護
於
御
役
所
一
一
御
尋
差
整
答
手
鷲
一
、
同
年
、
杉
浦
よ
り
。
上
帷
、
一
一
、
旗
本
杉
浦
氏
と
両
苗
と
の
間
に
起

　
　
一
た
い
わ
ゆ
る
「
蝶
一
両
苗
一
一
件
一
の
原
因
と
し
て
は
、
赦
免
震
地
貢
祖
化
の
腰
や
帯
刀
辞
畿
一
件
な
ど
に
よ
る
両
者
の
構
的

　
　
対
立
の
外
に
。
、
火
は
本
稿
に
。
あ
き
ら
か
に
。
し
た
禁
門
の
変
参
加
も
承
要
な
原
因
と
し
て
挙
げ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
　
葉
．
明
治
鷲
に
お
け
る
郷
士
の
政
治
的
運
動
の
鯖
一
岡
本
一
　
　
　
　
　
　
六
二
三
三
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
（
二
一
四
）

（
１
８
）
　
人
見
家
文
書
、
前
掲
「
元
治
元
年
御
尋
差
縫
返
答
手
続
書
」
。

一
ど
「
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
唱
義
録
一
一
八
頁
以
下
参
照
。
こ
の
よ
う
に
説
か
ば
、
両
苗
の
戊
辰
撃
へ
の
参
加
が
偶
然
の
中
に
ま
出
さ
れ
た

　
　
か
の
印
象
を
与
え
る
が
、
実
は
本
文
後
述
に
お
い
て
み
る
ご
と
く
、
岩
倉
具
視
ら
の
画
策
か
ら
推
し
て
両
苗
の
戊
辰
戦
争
参
加
の
必
然
性
を
知

　
　
る
の
で
あ
る
。

（
２
０
）
　
「
十
五
目
長
州
河
内
山
半
吾
付
属
人
見
五
郎
斎
藤
文
吾
外
二
、
三
名
相
連
丹
後
久
美
浜
へ
出
張
之
事
」
、
正
月
甘
四
「
長
州
藩
沁
朴
叫
半
五
パ

　
　
殿
宿
陣
へ
入
来
万
端
談
話
有
之
候
」

（
２
１
）
（
２
２
）
　
「
岩
倉
公
実
記
」
中
巻
　
二
三
〇
頁
、
二
三
五
頁
。
な
お
、
こ
の
「
岩
倉
公
実
記
」
に
、
「
五
日
公
望
薩
摩
長
門
二
藩
ノ
兵
各
一
小
隊

　
　
　
ヲ
率
ヰ
京
都
ヲ
発
ス
問
道
二
由
リ
山
城
国
葛
野
郡
水
尾
村
ヲ
経
テ
丹
波
国
桑
田
郡
馬
路
村
二
至
ル
乃
チ
郷
士
人
見
龍
之
進
中
川
武
平
太
ヲ
招

　
　
　
諭
シ
人
見
中
川
ノ
ニ
族
ヲ
シ
テ
本
営
ヲ
弁
傭
セ
シ
メ
陣
ヲ
此
二
駐
ム
」
云
々
と
あ
る
。

（
２
３
）
　
中
川
禄
左
衛
門
記
「
御
一
新
勅
使
御
発
向
日
誌
」
（
「
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
唱
義
録
」
及
び
「
丹
波
山
国
隊
誌
」
所
収
）

（
２
４
）
（
２
５
）
　
中
川
禄
左
衛
門
記
「
前
掲
」

（
２
６
）
　
黒
正
巌
氏
「
百
姓
一
撲
年
表
」
　
（
同
氏
著
「
百
姓
一
挨
の
研
究
続
篇
」
所
収
）
。

（
２
７
）
　
「
西
園
寺
家
記
（
山
陰
之
役
）
」

（
２
８
）
　
「
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
唱
義
録
」
三
九
頁
。

（
２
９
）
（
３
１
）
　
「
丹
波
山
国
隊
誌
」
。

（
３
０
）
（
３
３
）
（
３
４
）
（
３
５
）
　
中
川
禄
左
衛
門
記
「
前
掲
」

（
３
２
）
　
弓
箭
隊
に
関
し
て
関
順
也
氏
「
丹
波
の
郷
士
仰
問
「
弓
者
運
中
」
に
つ
い
て
」
　
（
杜
会
経
済
火
学
第
十
九
巻
二
・
三
号
）
参
照
・

一
警
中
川
禄
左
衛
門
記
「
御
一
新
勅
使
翼
向
口
一
、
一
一
「
三
月
腎
一
の
箇
所
に
「
中
問
巾
沢
能
一
吉
轟
参
り
一
と
青
・
別
の
断
片
記
芝

　
　
「
正
月
十
九
日
、
馬
路
村
八
十
人
組
惣
代
と
し
て
太
兵
衛
夜
戊
刻
　
　
到
斎
す
」
。

（
３
７
）
　
「
中
間
小
百
姓
八
十
三
家
」
の
経
済
的
独
立
化
の
閉
魍
は
、
拙
稿
「
近
世
郷
士
の
存
在
形
態
Ｈ
　
　
馬
路
両
苗
郷
士
の
経
済
的
基
盤
と
村
方

　
支
配
　
　
」
　
（
「
立
命
館
経
済
学
」
第
六
巻
第
五
号
）
参
照
。

（
３
８
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
川
百
助
手
記
「
奥
羽
征
討
越
後
口
の
役
日
誌
」
に
詳
し
い
。
こ
の
征
討
に
は
両
苗
郷
士
一
〇
人
・
約
一
九
〇
□
閉
徒

　
軍
し
た
。



（
３
９
）
　
「
中
川
人
見
両
姓
戊
辰
唱
義
録
」
四
五
、
五
〇
頁
、
山
陰
鎮
撫
に
対
し
、
慶
応
四
辰
年
三
月
に
「
其
賞
軍
器
十
挺
遺
候
」
、
同
年
四
月
に
「
元

　
杉
浦
陣
屋
敷
地
建
物
等
授
与
侯
事
、
北
越
出
陣
に
対
し
明
治
元
己
年
十
二
月
「
賞
金
若
干
相
遺
候
」
。

（
付
記
）
　
本
稿
に
用
い
た
「
人
見
家
文
書
」
は
、
京
都
府
亀
岡
市
馬
路
町
在
住
の
人
見
惣
一
氏
所
蔵
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
史
料
閲
覧
の
便
宜
を
与

　
　
　
え
て
く
だ
さ
っ
た
同
氏
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

幕
末
・
閉
治
維
新
に
お
け
る
郷
十
の
政
治
的
連
動
の
，
朕
開
（
岡
本
）

六
三
（
二
一
五
）


